
 

 

第６２号議案 

 

一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部改正について 

 

 

一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部改正について、別紙案

を添えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

平成３０年１１月２１日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

  提案理由 

 組織の名称変更に伴い一宮市教育委員会規則の一部を改正するため、本案を提出します。 



（案） 

一宮市教委規則第  号 

一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

(一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則の一部改正) 

第1条 一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和57年一宮市教委規則

第5号)の一部を次のように改正する。 

第4条第1項第2号中「一宮市体育協会」を「一宮市スポーツ協会」に改める。 

(一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正) 

第2条 一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮市教委規

則第22号)の一部を次のように改正する。 

第5条第1項第1号中「一宮市体育協会」を「一宮市スポーツ協会」に改める。 

(一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正) 

第3条 一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮

市教委規則第23号)の一部を次のように改正する。 

第3条第1項第1号中「一宮市体育協会」を「一宮市スポーツ協会」に改める。 

 

付 則 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

4一宮市教委規則第３号



(第1条関係)一宮市テニス場の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和57年一宮市教育委員会規則第5号)新旧対照表 

現行 改正案 

(利用料金の減免) (利用料金の減免) 

第4条 条例第6条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

第4条 条例第6条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

(1) 一宮市及び教育委員会が主催する大会、教室等に利用するとき。 (1) 一宮市及び教育委員会が主催する大会、教室等に利用するとき。 

(2) 一宮市体育協会が主催する大会、教室等に利用するとき。 (2) 一宮市スポーツ協会が主催する大会、教室等に利用するとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 

2 利用料金の減免は、次の割合により行う。 2 利用料金の減免は、次の割合により行う。 

(1) 前項第1号及び第2号の場合 100パーセント (1) 前項第1号及び第2号の場合 100パーセント 

(2) 前項第3号の場合 100パーセント以内で市長の定める割合 (2) 前項第3号の場合 100パーセント以内で市長の定める割合 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市テニス場利用料金減免申請

書を提出しなければならない。 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市テニス場利用料金減免申請

書を提出しなければならない。 

 



(第2条関係)一宮市木曽川体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮市教育委員会規則第22号)新旧対照表 

現行 改正案 

(利用料金の減免) (利用料金の減免) 

第5条 条例第6条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

第5条 条例第6条第3項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

(1) 一宮市若しくは教育委員会又は一宮市体育協会が主催する大会、教室等

に利用するとき。 

(1) 一宮市若しくは教育委員会又は一宮市スポーツ協会が主催する大会、教

室等に利用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 

2 利用料金の減免の割合は、別に定める。 2 利用料金の減免の割合は、別に定める。 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市木曽川体育館利用料金減免

申請書を市長に提出しなければならない。 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市木曽川体育館利用料金減免

申請書を市長に提出しなければならない。 

 



(第3条関係)一宮市尾西スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年一宮市教育委員会規則第23号)新旧対照表 

現行 改正案 

(利用料金の減免) (利用料金の減免) 

第3条 条例第6条第4項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

第3条 条例第6条第4項の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに

該当する場合に行うものとする。 

(1) 一宮市若しくは教育委員会又は一宮市体育協会が主催する大会、教室等

に利用するとき。 

(1) 一宮市若しくは教育委員会又は一宮市スポーツ協会が主催する大会、教

室等に利用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。 

2 利用料金の減免の割合は、別に定める。 2 利用料金の減免の割合は、別に定める。 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市尾西スポーツセンター利用

料金減免申請書を市長に提出しなければならない。 

3 利用料金の減免を受けようとするものは、一宮市尾西スポーツセンター利用

料金減免申請書を市長に提出しなければならない。 

 



 

 

第６３号議案 

 

いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する 

条例施行規則の制定について 

 

 

いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例施行規則について、別紙案を

添えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

平成３０年１１月２１日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

  提案理由 

   体育館等複合施設体育館の設置及び管理に関する条例を補足すべく、 

   いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例施行規則 

   を制定するもの。 



(案) 

一宮市教委規則第５号 

いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例施行規則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例(平成30年

一宮市条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、この条例の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

(使用許可の手続) 

第2条 いちのみや中央プラザ体育館(以下「体育館」という。)を使用しようとする者は、

いちのみや中央プラザ体育館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を一宮市教育委

員会(以下「委員会」という。)が別に定める期間内に、委員会に提出し、その許可を受

けなければならない。 

2 委員会は、前項の規定により使用を許可したときは、いちのみや中央プラザ体育館使用

許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。 

(使用許可書の提示) 

第3条 使用者は、使用許可書を係員に示し、その指示を受けなければならない。 

(使用の取消し) 

第4条 体育館の使用の取消しを申し出ようとする者は、いちのみや中央プラザ体育館使用

取消届を委員会に提出しなければならない。 

(使用料の減免) 

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、いちのみや中央プラ

ザ体育館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。 

(特別の設備の許可) 

第6条 条例第10条の規定により特別の設備をしようとする者は、その計画した内容の図面

を申請書に添付して委員会に提出しなければならない。 

(使用者の守るべき事項) 

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 定員を超えて入場させないこと。 

(2) くぎ付け又は張り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこ

と。 

(行為の許可) 

第8条 条例第12条の規定による行為をしようとする者は、次に掲げる文書を申請書に添付

して、委員会に提出しなければならない。 

(1) 物品の販売その他これに類する営業行為をしようとする場合は、販売品目、販売

価格、販売時間等の計画を記載した書類 

(2) 前号以外の営業行為をしようとする場合は、営業品目、営業時間、料金等の計画

を記載した書類 

(使用後の指示) 

第9条 使用者は、体育館の使用の開始及び終了のときは、係員に申し出て指示を受けなけ

ればならない。 

一宮市教委規則第４号



(帳票) 

第10条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は次のとおりとし、その様式については

委員会が別に定める。 

(1) いちのみや中央プラザ体育館使用許可申請書 

(2) いちのみや中央プラザ体育館使用許可書 

(3) いちのみや中央プラザ体育館使用取消届 

(4) いちのみや中央プラザ体育館使用料減免申請書 

2 前項の規定にかかわらず、一宮市スポーツ施設予約システムによる体育館の使用の申請

及び許可については、次の帳票を使用することができるものとし、その様式については

委員会が別に定める。 

(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書 

(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書 

(委任) 

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が

定める。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。 

(使用の許可に係る事前手続) 

2 使用の許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 



 

 

第６４号議案 

 

一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する 

条例施行規則の一部改正について 

 

 

一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の制定について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

平成３０年１１月２１日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

提案理由 

 一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学生として決定を受ける者の人数を変更するた

め、本案を提出します。 



一宮市教委規則第 ６号 

一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年一

宮市教委規則第1号)の一部を次のように改正する。 

第2条第2項中「50人」を「40人」に改める。 

 

付 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに決定される奨学生につ

いて適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。 

 

５一宮市教委規則第５号





第６５号議案 

 

平成３０年度一宮市教育委員会事務点検評価報告（平成２９年度実績）について 

 

平成３０年度一宮市教育委員会事務点検評価報告（平成２９年度実績）について、別紙

案を添えて教育委員会の審議に付します。 

 

 

平成３０年１１月２１日 

 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

 

 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき、一宮市教育委員会

事務点検評価報告を行うため、本案を提出します。 

 

 

 



 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教 

 育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により 

 事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について 

 点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すると 

ともに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を 

 有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

（事務の委任等）  

第２５条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する 

 事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 教育長は、第１項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一 

 部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 

 （以下この項及び次条第１項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は 

事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 

 

 







































































第６６号議案 
 

一宮市教育委員会後援名義の使用について 
 

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました    

ので、教育委員会の審議に付します。 
 
 

平成３０年１１月２１日 
 

一宮市教育委員会       
教育長 中 野 和 雄  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

 
（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うも     

のとする。 

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5)  次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が     

適当と認められる事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、地方公共団体が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援     

名義の使用を許可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23 年一宮市条例第 24 号）第 2 条第 1     

項第１号に規定する暴力団又は同項第 2 号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接         

な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業 
 










